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公益社団法人四街道市シルバー人材センター 

四街道市介護予防・日常生活支援総合事業に係る謝金等 

及び費用に関する規程 

 

（目 的） 

第１条 この規程は、公益社団法人四街道市シルバー人材センター（以下、「センター」という。） 

四街道市介護予防・日常生活支援総合事業運営規程（以下、本規程において「運営規程」という。） 

第１４条第２項の規定に基づき、運営規程第４条第１項の規定に定める管理者等の謝金等及び費用に 

関し必要な事項を定める。 

 

（定義等） 

第２条 この規程において、次に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。 

（１） 管理者等とは、運営規程第４条第１項に規定する、管理者及び訪問事業責任者、サービス 

従事者をいう。 

（２） 謝金とは、四街道市介護予防・日常生活支援総合事業の実施につき、センターから謝礼と 

して支払われる金銭をいい、配分金とは明確に区分されるものとする。 

（３） 費用とは、職務の遂行に伴い発生する交通費、旅費、手数料等の経費をいい、謝金とは明確 

に区分されるものとする。 

 

（謝金の支給） 

第３条 センターは、管理者が運営規程第４条第１項第１号に定める職務を遂行したときは、謝金を 

支給することができる。 

２ センターは、訪問事業責任者が運営規程第４条第１項第２号に定める職務を遂行したときは、謝金 

を支給することができる。 

３ サービス従事者に謝金は支給しない。 

 

（謝金の額） 

第４条 謝金の額は、別表１に定める金額で予算の範囲内とする。 

 

（謝金の支給日） 

第５条 謝金の支給日は、公益社団法人四街道市シルバー人材センター配分金規程第３条第１項に 

定める日に支給するものとする。 

 

 

 



（謝金等の支給方法） 

第６条 謝金は、本人の指定する本人名義の金融機関口座に振り込むものとする。 

２ 報酬等は、法令の定めるところにより控除すべき金額及び本人からの申し出による積立金等を控除 

して支給する。 

 

（費 用） 

第７条 センターは、管理者等が職務の遂行にあたって負担した費用については、四街道市介護予防・ 

日常生活支援総合事業訪問型サービスＡの実施により得る、利用者負担金及び介護予防支援費から 

実費を支払うものとする。 

 

（補 足） 

第８条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。 

２ この規程の実施に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

 

 

 

  附 則 

 

 この規程は、訪問型サービスＡに係る事業所指定を受けた日から施行する。 

 

 

 

 

別表１ 

 

 

謝金の額 

 

管 理 者 等 金   額 

管  理  者 月額 ４，０００円 

訪問事業責任者 別の定めによる 

 


